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新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、令和２年４月１日に行われた新型コロナ

ウイルス感染症に関する国の専門家会議の提言及び県の通知等を踏まえ、春日市において

は、下記のとおり市内全小中学校（小学校１２校、中学校６校）を臨時休業とします。 

 

記 

 

１ 臨時休業期間  令和２年４月７日（火）～４月１７日（金） 

 

２ 始業式及び入学式 

  式次第を簡素化し、時間を短縮して次のとおり実施します。 

（１）小・中学校始業式：令和２年４月６日（月） 

（２）小学校入学式  ：令和２年４月１０日（金） 

（３）中学校入学式  ：令和２年４月９日（木） 

 

３ 担当課  春日市教育委員会 教育部 学校教育課 学校保健担当  

       春日市原町３丁目１番地５ 

       TEL 092-584-1111(代) FAX 092-584-1145 

       E-mail gakkou@city.kasuga.fukuoka.jp 

 

【リリースに関する問い合わせ】 

春日市 経営企画部 秘書広報課 広報広聴担当 

〒８１６－８５０１ 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 

電話 ０９２－５８４－１１１１(代)    Fax  ０９２－５８４－１１４５ 

E-mail  koho@city.kasuga.fukuoka.jp  Web  https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/ 

春日市立小・中学校（全１８校）は 

４月１７日まで臨時休業 


